
別紙

様式第２号の２（第２条関係）

□ 実施します

□ 計画に基づき順次実施します（次年度・時期未定）

☑ 現時点での対応は困難です

□ 基準に満たないため対応できません

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建設部建設工務課

回　　　　　　答

　道路の拡幅工事については市道の交通量等の道路特性
を踏まえて必要性を判断しております。
　ご要望の路線は市道清嵐線でご要望にある利用者も見込
まれるものの、ご要望の区間は日常的な利用者が限定され
交通量も多くない市道と認識しております。
　そのため道路の拡幅を直ちに実施することは困難です。
なおスピード抑制の対策として徐行などの路面標示の設置
を検討いたします。

所管部局及び課室
（関係部局及び課室）

要望番号 自治会等名 要　　望　　事　　項

07050201 川手自治会

　清嵐荘付近に位置する、海谷集会所からエ
ホバの証人の王国会館の間の道路拡張を要
望します。
　通学路として近所の子どもが利用していま
す。清嵐荘スタッフ・宿泊客・日帰り入浴など
のお客様が車で通るが、車幅も狭く危険で
す。
　併せて、地元住民以外の方の通る道のため
スピードを抑制するような標識を設置していた
だきたいです。


